
　家庭や事業所などで出された汚水がそのまま流れると、
川や海が汚れてしまいます。汚水をきれいな水に変える公
共下水道への接続や合併処理浄化槽の設置が進めば、美し
い自然を守ることができます。市では、右記の事業を実施
していますので、ご協力をお願いします。

　市では、コロナ禍における燃油高騰により生産経費増大
の影響を受ける市内の乾しいたけ生産者の事業継続の支援
を目的に、燃油料に対して補助金を交付します。
 補助対象者 
　市内に住所を有する原木乾しいたけ生産者のうち、令和
４年１月～９月中に２万駒以上の種駒を購入しており、国

　金久分譲宅地（国東市国見町伊美・６区画）の購入申し
込みを受け付けます。また、同地の購入者に対して、住宅
建築費の10分の２（最大200万円）の補助金を交付します。
 分譲宅地の申込期間 
①公募抽選　９月５日㈪～ 20日㈫
②公募先着順　10月３日㈪～

１．農繁期賃金（実労８時間賄いなし）
性別 令和４年秋季
男女共通 6,800円

３．耕耘料など（10アール当り）
作業別 令和４年秋季
畑地耕耘 6,350円

秋田耕耘（稲田） 7,450円
コンバイン（稲） 15,850円
コンバイン（大豆） 10,550円
バインダー（紐別） 7,850円
ハーベスタ― 7,850円

麦機械播種（稲田起し含む） 12,650円
麦機械播種（播種のみ） 5,350円
畦塗り機（１メートル当り） 65円

２．草刈り賃金（１時間当り）
作業別 令和４年秋季

草刈り（機械・燃料込） 1,350円

４．乾燥等利用料金（出来高重量　30kg当り）
水稲

（普通期）
水分量（％）

（持ち込み時）
令和４年秋季

平　日 休　日
籾すりのみ 15.0以下 370円 370円

乾燥籾すり
選別調整

15.1 ～ 20.0 640円 690円
20.1 ～ 23.0 690円 740円
23.1 ～ 26.0 740円 790円
26.1 ～ 29.0 790円 840円
29.1以上 840円 890円

　国東市農業委員会において、秋季農作業標準賃金が下記
のとおり設定されました。耕作条件などを考慮のうえ、参
考としてください。

　一定以上の所得のある方は、
10月１日から窓口での負担割
合が現役並み所得者※を除き、
１割から２割となります（右記
の判定フロー図参照）。負担割
合の変更に伴い、全員に９月に
保険証を発送します。詳細はお
問い合わせください。
※�「現役並み所得者」とは、課
税所得が145万円以上で、医
療費の窓口負担割合が３割の
方です。

9月に発送する新しい保険証
は桃色です

公共下水道事業
　都市計画区域や下水道の認可区域内の汚水を浄化セン
ターできれいにし、川や海へ放出するための整備事業で
す。各町の住宅密集地など、公共下水道が整備されている
地区にお住まいの方は、速やかに接続をお願いします。

合併処理浄化槽設置整備事業（補助）
　公共下水道の認可区域外で、各家庭単位に合併処理浄化
槽を設置した場合に補助します。また、令和４年度から改
造（単独処理浄化槽、くみ取り槽からの転換）に伴う撤去
費用と宅内配管についても上乗せで補助します。合併処理
浄化槽を設置して、適切に汚水を処理してください。

東市農業応援定額給付金を受給していない者。
 補助対象経費と補助金 
　乾しいたけの生産に必要な乾燥機の燃油料
※�令和４年１月～９月までの乾しいたけの出荷量に、乾燥
機の平均燃費（3.0ℓ /kg）を乗じて算出した燃油使用量
１ℓあたり15円を乗じて得た金額

 申請に必要な書類 
　①乾しいたけの出荷量が確認できる証明書などの写し
　②種駒を購入したことが確認できる領収書などの写し
　※�申請書は本庁林業水産課または各総合支所で配布します。
 受付期限 　11月30日㈬

 補助金の申込資格 
　次の要件をすべて満たす方。
①�金久分譲宅地を購入し、定住
を目的に住宅を建築する方
②�補助対象者および世帯全員
に、市税などの滞納がない方

区画番号 区画面積 販売価格
４ 374.47㎡（113坪） 1,700,000円
６ 236.04㎡ （71坪） 1,590,000円
７ 229.07㎡ （69坪） 1,590,000円
８ 332.45㎡（100坪） 1,630,000円
10 309.54㎡ （93坪） 1,730,000円
12 313.59㎡ （94坪） 1,570,000円

公共下水道への接続や
合併処理浄化槽の設置を
しましょう（９月10日は下水道の日です）

乾しいたけ燃油高騰
緊急支援事業補助金

金久分譲宅地（国見町伊美）
の価格を見直しました
さらに住宅建築に最大
200万円の補助金があります

令和４年　秋季農作業
標準賃金のお知らせ

後期高齢者医療被保険者証の負担割合に
２割が新設されます

問上下水道課　下水道管理係　 72-5197

申・問 林業水産課　林業係　 72-5198

申・問 まちづくり推進課　まちデザイン係
　 72-5186

問農業委員会事務局　 72-5176

問市民健康課　国保年金係　 72-5166

［合併処理浄化槽］

世帯全員が

・住民税非課税世帯の方は、１割負担となります

２割
世帯全員が

１割２割１割
世帯全員が

１割
世帯全員が

３割

該当する 該当しない

いる

１人だけ
（単身世帯）

２人以上
（複数世帯）

320万円
未満

200万円
以上

200万円
未満

320万円
以上

いない

現役並み所得者に該当するか

世帯内75歳以上の方等のうち
課税所得が28万円以上の方がいるか

世帯に75歳以上の方等が
２人以上いるか

「年金収入+その他の
合計所得金額」が
200万円以上か

「年金収入+その他の
合計所得金額」の
合計が320万円以上か

後期高齢者医療被保険者証
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
△△△△△△△△△△△△
××××××××××××
大分県後期高齢者医療広域連合
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